
 

船舶インシデント調査報告書 

令和３年４月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和２年５月３１日 １４時１５分ごろ 

発生場所 秋田県秋田船川港秋田区南西方沖 

 秋田南防波堤灯台から真方位２３６°１８.５海里付近 

 （概位 北緯３９°３６.０′ 東経１３９°４１.０′） 

インシデントの概要  油タンカー星光
せいこう

丸は、航行中、冷却海水ポンプ電動機の不良から主

機の運転ができなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年９月１６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー 星光丸、７４９トン 

１４０４３０、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、下

林汽船有限会社 

ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力１,４７１kＷ、回転数

毎分（rpm）３１０、６気筒、ボア３４０mm、使用燃料Ａ重油、機

関製造年不詳、平成１８年１１月進水 

乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関長、四級（機関）（機関限定）  

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

インシデントの経過等 本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、北進中、１号主冷却

海水ポンプが自動停止し、自動始動した２号主冷却海水ポンプが警報

を発したので、機関長が主機及び同ポンプを手動停止した。 

機関長は、直ちに１号及び２号主冷却海水ポンプと“１号及び２号

主冷却海水ポンプ電動機”（以下「本件電動機」という。）の接続を開

放して本件電動機のみを稼働させようとしたが、軸が回らなかったの

で、主機の運転を断念し、船長に報告した。 

船長は、船舶運航会社に本インシデントの発生の報告及びタグボー

トの手配を依頼するとともに海上保安庁に本インシデントの発生を通

報した。 

本船は、来援したタグボートにえい
．．
航され、秋田船川港秋田区に着

岸した。 

本船は、本件電動機に内蔵されているボールベアリングが経年劣化

により焼損し、電動機のロータがステーターコイルと接触し、同コイ

ルに損傷が認められた。 



 

電動機のボールベアリングの寿命は、運転環境及び運転時間等によ

って異なるが、多くの船舶運航会社では、２台ある電動機の場合、５

年ごと、交互に１台のボールベアリングを新替する計画としている。 

 

 本船は、ボールベアリングに関する長期整備計画が立案されていな

いなかで、１号主冷却海水ポンプの電動機のボールベアリングを２０

１２年に、２号主冷却海水ポンプの電動機のボールベアリングを２０

１０年にそれぞれ新替してから、電動機のボールベアリングの整備が

行われていなかった。 

分析  本船は、本件電動機のボールベアリングが適切に整備されていない

状態で北進中、本件電動機のボールベアリングが経年劣化により焼損

したことから、本件電動機が停止し、主機の運転ができなくなって運

航不能となったものと考えられる。 

原因 

 

 

 本インシデントは、本船が、本件電動機のボールベアリングが適切

に整備されていない状態で北進中、本件電動機のボールベアリングが

経年劣化により焼損したため、本件電動機が停止し、主機の運転がで

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・電動機のボールベアリングの整備は、長期整備計画に基づき計画

的に行うこと。 

・運転中の電動機の電流値、振動、温度等を定期的に記録すること

が望ましい。 

 


